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患者の残存能力を考慮すること。
過剰な服薬支援は能力を落とす場合もある。

ピルケース

箱に仕切りを入れて
手製のケース作成
１包化されていても
中身が判る情報

一包化

投薬カレンダー

インスリンの
針

個々の患者の能力に応じた薬の管理方法
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ポスター チラシ（表裏）

かかりつけ薬剤師・薬局の推進
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乳幼児・小児期 成人期 中年期 高齢期・後期高齢期

患
者
が
抱
え
る
課
題

薬
剤
師
・

薬
局
の
か
か
わ
り

急性疾患 急性疾患

ADL低下

■成長に応じた投与量

■アレルギーの心配

■薬がうまく飲めない

■誤飲、飲み忘れの
対応がわからない

■閉局時の電話相談

■飲みやすさの改善

■投与量、回数等の確認

検診等の受診勧奨、健康相談

■薬の数が増える

■食品やOTC医薬品との
相互作用の確認

■薬の重複・相互作用の防止

■服薬アドヒアランスの確保

■多剤服用の適正化
■残薬の適正化

■在宅薬剤管理

■無菌調剤

■緊急時対応

■ハイリスク薬への注意

■症状がないと飲み忘
れる

■副作用等の問題の早期発見

■薬剤に係る提案、疑義照会■受診勧奨■残薬・副作用の共有

多職種連携

入院医療機関 自宅等訪問看護師、ケアマネ等

■訪問看護師、ケアマネ等との連携

専門医・専門医療機関

■服用期間中の電話等でのフォロー

■入退院時の情報共有

■疾患の悪化による、より作用
の強い薬への処方変更

■普段の生活と薬の関係に
ついて知りたい

■薬が余る

■薬が飲みづらい■服用後の体調変化が
気になる

■代謝・排泄能力の低下による効果・副作用の変化

■緩和ケアをうけたい

かかりつけ医

■副作用かなと思ったら
すぐ相談したい

■いろんな薬剤師と同じ
話をするのは面倒

■前に副作用が出た薬
と同じでないか不安

■家でも注射薬が必要

処方監査、薬学的管理・指導等を通じ、薬物療法の有効性・安全性向上に貢献

かかりつけ薬剤師・薬局による継続的な関わり

■同じ効き目なら安い
薬が良い

■後発医薬品の推奨

薬学的管理・指導

■家族の心配

■薬が重複していないかわからない

厚生労働省保険局医療課作成資料を基に日本薬剤師会にて作成

■薬への理解が難しくなる

■飲み忘れが多くなる

■家族等への情報提供

慢性疾患

ライフステージにおける患者と薬剤師・薬局のかかわり（イメージ）
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受診受診

診断・治療
処方箋発行

病院

診断・治療
処方箋発行

かかりつけ医・診療所等の
医療機関

患者
調剤薬、OTC医薬品等の供給
セルフメディケーションの推進・支援
情報提供、薬学的指導

一元的・継続的管理
重複投与・相互作用等のチェック

OTC

要指導医薬品
一般用医薬品等の供給

処方箋提出
※複数の医療機関に
かかる場合は、複数
枚の処方箋を提出

在宅訪問

看護師・ケアマネジャー、
保健師等の他職種

連携

く
す
り

薬局

かかりつけ薬剤師

行政・保険者健康相談

健康サポート薬局

地域包括ケアシステムの中での薬局・薬剤師
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ICTの活用

患者情報の共有
• 地域医療連携ネットワーク
（電子版お薬手帳含む）

• 全国保健医療情報ネットワーク

• 多職種との連携ツール
→ 退院時カンファレンス
→ 緊急時カンファレンス等
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稚内市 の医療機関
（冬季など、患者が通院困難な場合には
処方箋を患者宅へ郵送）

※遠別町の医療機関には該当診療科がない

遠別町
人口：2,768人（平成29年3月現在）
面積：590.9km2

医療資源：町立国保病院ほか
歯科医院１軒
薬局１軒

冬季：積雪量130cm

遠別町またはその近隣の患者

１８０ｋｍ

遠別町 の薬局
（町内に１軒）

処方箋

処方箋

医療資源の乏しい地域（過疎地等）における薬剤師の活動事例

患者情報、調剤
情報等の提供

・薬局の薬剤師が患者状態を把握
・患者が直接薬局を訪問、もしくは薬剤師が
患家を訪問し、服薬指導および薬剤交付
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遠隔服薬指導について

＜対象患者、条件＞ ※国家戦略特区内
①離島、へき地に居住
②遠隔診療が行われている患者
③対面での服薬指導ができない患者
④テレビ電話による服薬指導（遠隔服薬指導）が可能

・対面による服薬指導が原則
・対面指導が困難なケースの実態把握
・現状の課題や問題点などの把握、分析
・課題や問題点を踏まえた検証の実施、将来的な普及・推
進を踏まえた見極め

薬剤師による対面での服薬指導義務の特例（平成28年9月施行）


